
有効期間満了日 令和７年３月３１日

熊交企第４３１号
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道路交通法の一部を改正する法律の施行に伴う交通警察の運営について（通達）

本年６月５日に公布された道路交通法の一部を改正する法律（令和元年法律第２０号。

以下「改正法」という。）のうち、改正法附則第１条第２号に掲げる規定については、道

路交通法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令（令和元年政令第１０７

号）により、本年１２月１日から施行されることとなった。

また、別添「道路交通法の一部を改正する法律の施行に伴う交通警察の運営について

（通達）」（令和元年９月１９日付け警察庁丙交企発第４２号ほか）のとおり、道路交通

法施行令の一部を改正する政令（令和元年政令第１０８号）等の関係規定についても、

本年９月１９日付で公布され、一部の規定を除き本年１２月１日から施行されることと

なった。

今回施行される改正規定は、

○ 携帯電話使用等対策の推進を図るための規定の整備

○ 歩行補助車等及び軽車両に係る規定の整備

○ 運転経歴証明書の交付要件等の整備

等に関するものであり、その周知徹底に努めるとともに、所期の目的が達成されるよう、

関係事務の運営に万全を期されたい。

※ 警察庁通達「道路交通法の一部を改正する法律の施行に伴う交通警察の運営に

ついて（通達）」については、警察庁ホームページをご覧ください。


